
資料１

中 山 間 地 域 等 直 接 支 払 制 度 の 最 終 評 価

（案）

平成２６年８月２１日

youichi_fukuda
長方形

youichi_fukuda
テキストボックス
平 成 ２ ６ 年 ８ 月



目 次

Ⅰ 最終評価の意義と取りまとめ手法等

Ⅱ 中山間地域等直接支払制度について

Ⅲ 第３期対策の最終評価結果

１ 都道府県及び市町村による総合評価結果

２ 集落協定における農業生産活動等の達成状況

３ 第３期対策における実績・効果等

（1) 第３期対策における実績の全体像（平成２５年度末時点）

（2) 活動実績等の詳細

① 農業生産活動等として取り組むべき事項

② 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項

③ 加算措置による活動実績

④ 団地要件の緩和による実績

⑤ 離島の平坦地等における特認基準適用による取組の増加

（3） 第３期対策による効果

① 最も効果があったと考える事項

② 協定締結前と比べ、地域が変わったと感じる事項

③ 今後とも農業生産活動を継続的に行っていく上での課題

４ 農用地の減少防止効果等の一定の仮定に基づく推計

(1) 農用地の減少防止効果

(2) 耕作放棄地の発生防止効果

(3) 農振農用地区域への編入効果

＜参 考＞

○ 中山間地域等直接支払制度等に関する第三者委員会の開催経過



Ⅰ 最終評価の意義と取りまとめ手法等 

１ 最終評価の意義 

中山間地域等直接支払制度において、国は、協定における目標達成に向けた全体

的な実施状況等を踏まえた今後の施策検討のため、対策の中間年に中間年評価、最

終年に最終評価を行うこととなっている。 

２ 取りまとめ手法 

国では、次のように都道府県から報告のあった評価に関する調査結果を収集・分

析して最終評価として取りまとめた。 

【市町村】集落協定で規定した農業生産活動等として取り組むべき事項等の進捗状

況等を踏まえた評価及び関連データを取りまとめ、都道府県へ報告 

【都道府県】市町村から報告のあった評価及び関連データを踏まえて、都道府県と

しての評価結果を取りまとめ、第三者委員会で検討し、国へ報告 

３ 調査項目 

① 都道府県及び市町村による総合評価

② 集落協定における農業生産活動等の達成状況

③ 農業生産活動等として取り組むべき事項

④ 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項

⑤ 加算措置による活動実績

⑥ 団地要件の緩和による実績

⑦ 離島の平坦地等における特認基準適用による取組の増加

⑧ 第３期対策による効果
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Ⅱ 中山間地域等直接支払制度について 

 １ 中山間地域等直接支払制度における対象行為 

   本制度においては、以下の活動を行う集落に対して交付金を交付 

（１） 農業生産活動等として取り組むべき事項  

① 農業生産活動等（必須） 

耕作放棄の防止等の活動（農地の法面管理、賃借権設定・農作業の委託等）、

水路・農道等の管理活動は必須。 

 

② 多面的機能を増進する活動（選択的必須） 

周辺林地の下草刈り、土壌流亡に配慮した営農、棚田オーナー制度、市民農

園の開設・運営、体験民宿、景観作物の作付け、魚類・昆虫類の保護、鳥類の

餌場の確保、粗放的畜産、堆きゅう肥の施肥、拮抗作物の利用、合鴨・鯉の利

用、輪作の徹底、緑肥作物の作付け等の活動から１つの活動を実施。 

 

（２） 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項  

        Ａ要件、Ｂ要件、Ｃ要件から１項目を選択 

Ａ要件（２つ選択） 

 ・ 協定農用地の拡大 

 ・ 機械・農作業の共同化 

 ・ 高付加価値型農業の実践 

 ・ 地場産農産物等の加工・販売 

 ・ 農業生産条件の強化 

 ・ 新規就農者の確保 

 ・ 認定農業者の育成 

 ・ 多様な担い手の確保 

 ・ 担い手への農地集積 

 ・ 担い手への農作業の委託 

Ｂ要件（１つ選択） 

 ・ 集落を基礎とした営農組織の育成 

 ・ 担い手集積化 

Ｃ要件 

 ・ 集団的かつ持続可能な体制整備 

※ （１）の活動のみの場合は、基礎単価として、交付単価の８割を交付し、（１）

及び（２）に両方取り組む場合は、交付単価の満額を交付。  

 

２ 加算措置  

     農業生産活動等に資する特別な取組を行う場合に、上記交付単価に一定額を加算 

・ 規模拡大加算 

・ 土地利用調整加算 

・ 小規模・高齢化集落支援加算 

・ 法人設立加算 

・ 集落連携促進加算 
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Ⅲ 第３期対策の最終評価結果 

 

１ 都道府県及び市町村による総合評価結果   

都道府県及び市町村において、本制度による農業生産活動等の進捗状況等を踏ま

え、本制度を７段階で評価したところ、次のような結果となった。 

都道府県においては、「おおいに評価できる」及び「おおむね評価できる」のみ

で、「おおむね評価できる」が８割を占めている。 

一方、市町村においては、「おおいに評価できる」及び「おおむね評価できる」

が９６％を占め、「おおむね評価できる」が６割程度となっている。 

   また、都道府県の評価における「おおいに評価できる」の割合が市町村にお

ける割合を下回っているのは、制度自体は評価できるものの、高齢化が進行す

る中で、今後の担い手の確保等に課題があるとの各県第三者委員会での議論等

を踏まえ、都道府県が、より慎重な評価を行ったことによるものと考えられる。 

 

   ①都道府県による総合評価の結果 

評価区分 都道府県数 

Ａ：おおいに評価できる  ８  

Ｂ：おおむね評価できる ３７  

Ｃ：やや評価できる  ０  

Ｄ：さほど評価できない  ０  

Ｅ：ほとんど評価できない  ０  

Ｆ：全く評価できない  ０  

Ｇ：その他  ０  

合計 ４５  

 

 

   ②市町村による総合評価の結果 

評価区分 市町村数 

Ａ：おおいに評価できる ３４３  

Ｂ：おおむね評価できる ６１３  

Ｃ：やや評価できる  ３９  

Ｄ：さほど評価できない   １ 

Ｅ：ほとんど評価できない ０  

Ｆ：全く評価できない ０  

Ｇ：その他 ０  

合計 ９９６  
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２ 集落協定における農業生産活動等の達成状況 

集落協定において農業生産活動等として取り組むべき事項について、中間年評価

では、「平成２６年度中の目標達成に向け市町村等の指導・助言が必要」と評価さ

れた集落協定は、全協定の７．８％にあたる２，１３６協定あったが、最終評価時

には市町村等の指導助言により０．３％、７１協定となり、２６年度中の達成が見

込まれる。 

 

事項 中間年評価 最終評価

集落協定数 27,352 27,499 

 

 

 

 

 市町村の指導・助言がなくても、平成２６年度

までに目標が達成されると見込まれる集落協定 

 

25,216 

 

27,428 

 平成２６年度中の目標達成に向け市町村等の

指導・助言が必要な協定 

   (7.8%） 

 2,136 

 (0.3%） 

    71 

   

 

３ 第３期対策における実績・効果等 

（1) 第３期対策における実績の全体像（平成２５年度末時点） 

第３期対策においては、全国の９９６市町村で２万８千協定が締結され、６１

万人が参加し６８万７千ｈａで活動が行われた。 

交付面積のうち４６％は田、４３％は草地に交付され、草地のうち９９％

が北海道に交付された。 

 

交付市町村数 
全協定数 

協定参加者数 
 集落協定数 個別協定数

996 28,001 27,499 502 61 万人 

 

対象農用地面積 交付面積 交付金額 

 837,632ha 686,845ha 54,086百万円 

 

交付面積計 
地目別交付面積 

田 畑 草地 採草放牧地

全国 68万7千ha 

（100％） 

312,503ha

(45.5％)

64,501ha

(9.4％）

294,979ha 

（42.9％） 

14,861ha 

（2.2％）

北海道 33万3千ha 37,331ha 5,196ha 290,630ha 11ha 

都府県 35万4千ha 275,172ha 59,305ha 4,350ha 14,850ha 
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（2） 活動実績等の詳細 

   ① 農業生産活動等として取り組むべき事項 

      耕作放棄の防止等の活動、水路、農道等の管理活動は、必須の活動であり、

すべての地区で取り組まれている。 

また、多面的機能を増進する活動については、周辺林地の下草刈りが多く取

り組まれている。 

（多面的機能を増進する活動については、集落によって様々な取組がなされ

ており、今回は下記（ウ）に掲げる４項目の活動について調査した。これ以外

にも、景観作物の作付けや、鳥類・昆虫類の保護等の取組が行われている。） 

 

 

(ｱ) 耕作放棄の防止等の活動 

 

取組面積      686,845ha 

 

(ｲ)  水路・農道等の管理活動 

 

 水 路 農 道 

管理された延長 71,176ｋｍ 70,578ｋｍ 

 

(ｳ) 多面的機能を増進する活動 

 

周辺林地の下草刈り        5,703ha  

棚田オーナー制度         67ha  

市民農園等         104ha  

体験民宿の実施施設数         701施設 
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② 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項 

  Ａ要件、Ｂ要件については、担い手への農地集積、認定農業者の育成など農

用地の安定的な利用に向けた取組が行われた他、機械・農作業の共同化、営農

組織の育成など集落ぐるみで活動強化に向けた取組がなされたところである。

また、Ｃ要件についても、高齢化の進行に対応し活用が進んだ。 

 

(ｱ)  農業生産性の向上・担い手の育成等（Ａ要件） 

 

取組内容 取組等数 

協定農用地の拡大 55,504ha 

機械・農作業の共同化 99,116ha 

高付加価値型農業の実践 1,692ha 

地場産農産物等の加工・販売 460件 

農業生産条件の強化 16,030ha 

新規就農者の確保 539人 

認定農業者の育成 2,996人 

多様な担い手の確保 303ha 

担い手への農地集積 16,386ha 

担い手への農作業の委託 6,026ha 

 

(ｲ) 集落営農の組織化等（Ｂ要件） 

 

取組内容 取組協定の総数 

集落を基礎とした営農組織の育成 1,729ha 

担い手集積化 4,971ha 

 

(ｳ)  高齢化等を踏まえた活動継続のための体制整備（Ｃ要件） 

 

取組協定数   16,533協定 

          （注）Ｃ要件とは、農業生産活動等が困難となった場合に備えて、

そのような事態となった際に、誰がその農用地を管理するか

を、あらかじめ協定に位置づけておく仕組で、実際そのような

事態になって、あらかじめ定められた者が管理することになっ

た協定数は 2,257。 
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③ 加算措置による活動実績 

加算措置については、それぞれ取り組まれているが、特に、高齢化によ

る担い手不足等の現状を反映し、小規模・高齢化集落支援加算の取組が多

かった。 

 

取組内容 取組数 

規模拡大加算 1,176ha 

土地利用調整加算 890ha 

小規模・高齢化集落支援加算 3,272ha 

法人設立加算 特定農業法人数 50法人 

法人設立加算 農業生産法人数 16法人 

集落連携促進加算 428ha 

 

 

④ 団地要件の緩和による実績 

第３期対策から、対象農用地の要件として、飛び地であっても合計して

１ha 以上あれば要件を満たすこととしたことにより、取組が拡大した。 

 

協定に取り込んだ団地数 協定に取り込んだ団地面積 

20,118 8,202ha 

    

 

⑤ 離島における特認基準適用による取組の増加 

平成２３年度から、離島の平坦地であっても、都道府県知事が、傾斜地

と同等の不利性がある場合に特認基準を設定できるようにしたことによ

り、離島における取組が拡大した。 

 

増加した交付面積 18,105ha 

        【例】新潟県 7,737ha（佐渡市） 

島根県   973ha（隠岐の島町、海士町 他） 

長崎県 3,490ha（対馬市、壱岐市 他） 

沖縄県 4,491ha（久米島町、与那国町 他） 
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（3） 第３期対策による効果 

① 最も効果があったと考える事項 

  「耕作放棄の防止」が３３％で最も多く、ついで、「多面的機能の増進」、

「水路・農道の維持管理」が多かった。 

都道府県が、市町村からの報告を踏まえ、最も効果があったと考える事項を３つ選

択 

   
② 協定締結前と比べ地域が変わったと感じる事項 

「集落内での話合いの回数の増加」が３１％で最も多く、ついで、「鳥獣害

対策の推進」、「都市農村交流の推進」が多かった。 

都道府県が、市町村からの報告を踏まえ、「協定締結前と比べ変わったと感じる事

項」を３つ選択 

  

③ 今後とも農業生産活動を継続的に行っていく上での課題 

 「高齢化の進行」が３２％で最も多く、ついで、「担い手の不在」、「協定

期間５年間の短縮」となっている。 

都道府県が、市町村からの報告を踏まえ、農業生産活動を推進していく上での課題を

３つ選択 

 

       
  

［その他内訳］ 

 高付加価値型農業 

 地場産農産物等の加工・販売

 農業生産条件の強化 

 新規就農者の確保 

 認定農業者の育成 

 多様な担い手の確保 

［その他内訳］ 

 加算措置見直し 

 免責事項見直し 

 リーダー不在 
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４ 農用地の減少防止効果等の一定の仮定に基づく推計 

本制度については、耕作放棄地の発生防止等に高い効果があるとの評価があ

るものの、この効果は、本制度の実施により農用地の減少が未然に防止されて

いるものであり、実績値の積み上げによる定量的な算定は困難である。 

このため一定の仮定を置いた上で、第３期対策における農用地の減少防止効

果、耕作放棄地の発生防止効果の推計を行った。 

 

(1) 農用地の減少防止効果 

    第３期対策においては、本制度により約８万ｈａの農用地の減少が防止

されたと推計。（試算結果は次頁参照） 
 

 

 

【推計に当たっての仮定】  

 

○ 中山間地域等直接支払制度の対象となり得る地域であって未だ本制度に

取り組んでいない集落における農地の減少率を算出し、中山間地域等直接

支払制度を実施している地域においても、もし本制度に取り組まなけれ

ば、同程度の減少率で農地が減少したと仮定。 

 

○ 本制度では、協定を締結して５年以上農業生産活動等を継続することが

要件とされており、協定締結期間内の協定農用地面積の除外を原則認めな

いこととしていることから、協定農用地は対策期間中減少しないと仮定。 
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【推計の方法】  

     

 ■ 協定農用地と類似の条件不利性を有する集落の抽出 

 
 
 
 
 
 

○ 全国約14.8万センサス集落から中山間直接
支払制度の対象となる農用地が存在する集落
を抽出。                 41,983集落 

 
 
 
 

全国のセンサス集落(注2) 148,372集落

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象農用地あり41,983集落
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協定締結なし11,902集落
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
   平野部以外8,718集落 
 
 <推計に用いる類似集落> 
 
 
 
   平野部等3,184集落 
 

 
 
 
 

○ 上記集落のうち、協定が締結されていない
集落を抽出。             11,902集落 

 
 
  

    
 
 
 
 
 

○ 上記集落のうち、センサス上の地勢が「平
野」及び田の傾斜の程度が「平坦地」の集落
等(3,184集落)を除外。 

 
 
 
 

 

    
 
 
 

○ 推計に用いる類似集落 8,718集落を抽出 
 ＜類似の条件不利性を有する集落＞ 

 
 

 

(注1) 各集落数は農林水産省「H22年農林業センサス」を基に算定。 

(注2) センサスとは、ある事象について、その対象全てに対し、多くの項目を調査する全数調査を意味し、国勢調

査や農林業センサスもその一種。 
農林業センサスは、我が国農林業の生産構造、就業構造、農山村の実態を総合的に把握し、農林行政の企画

・立案・推進のための基礎資料とすることを目的に、５年ごとに行っているもの。センサス集落とは、農林業

センサスにおける集落調査の基本単位となり、市区町村の区域の一部において農業上形成されている地域社会

をいう。 

   

 ■  類似の条件不利性を有する集落の農用地の減少率の算定 

 
 
 
 

○ 8,718集落について、平成17年及び
平成22年の経営耕地面積を集計 

 
   
   

類似の条件不利性を有する集落 8,718集落を対象

平成17年の経営耕地面積①   98,746ha 

 
    平成22年の経営耕地面積②   87,286ha 
 
 
 
 

○ 平成17～22年の5年間の経営耕地の
減少面積から減少率を算定 

 
 
 

経営耕地面積の減少面積③＝①－② ▲11,460ha 

 
経営耕地面積の減少率  ④＝③／① ▲  11.6％ 

    
 
 
 

○ 仮に本制度が無い場合、協定農用地
においても、この減少率と同じ率の
農用地が減少したと仮定 

 
注）農林水産省「H17年及びH22年農林業ｾﾝｻｽ」を基に算定。 

 

【第３期対策において減少が防止されたと推計される農用地面積】 

 

    第３期対策協定農用地面積68.7万ha×類似の不利性を有する集落における農

用地減少率(５年間)11.6％ ＝ 約 8.0 万 ha 
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(2) 耕作放棄地の発生防止効果 

第３期対策で減少が防止されたと想定される農用地面積約 8.0 万 haを前

提とすれば、第３期対策においては約 3.7 万 ha の耕作放棄が未然に防止さ

れたと推計される。 

 

 

【推計に当たっての仮定】  

 

○ 中山間地域等直接支払制度に取り組まなければ、第３期対策において減

少が防止されたと推計される農用地約 8.0 万 ha のうち、第３期対策期間中

における全国の耕作放棄による農用地のかい廃面積率と同じ率の耕作放棄

が発生したものと仮定。 

 

○ 本制度では、協定農用地において、農業生産活動等が行われなかった場

合は、交付金を遡及返還しなければならないことが要件とされていること

から、協定農用地では対策期間中において耕作放棄は発生しないと仮定。 

    

【推計の方法】  

 

 ■ 全国のかい廃面積の内訳：耕作放棄地 46.0％、転用 46.1％、植林 2.4％、そ

の他 5.5％。 

     注）農林水産省「耕地及び作付面積統計」を基に、３期対策期間(H22～H25 年)における

各年の要因別平均かい廃面積を率で表示したもの。 

    

【第３期対策において発生が防止されたと推計される耕作放棄地】  

 

   農用地減少防止面積約 8.0 万 ha×耕作放棄による農地のかい廃率約 46％（全

国）＝約 3.7 万 ha 
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(3) 農振農用地区域への編入効果 

    第１期対策期間（Ｈ１２～Ｈ１６年度）、２期対策期間（Ｈ１７～Ｈ２

１年度）、３期対策期間（Ｈ２２～Ｈ２６）にかけて、全国の農振農用地区

域は約１４万ｈａが減少する中、本制度により、同期間において約１．６万

ｈａが農振農用地区域に編入された。 

 

  ■ 農振農用地区域への編入実績 

 本制度による農振農用地区域への編入 全国の農振農用地区域

１期対策期間(H12～H16年度) ＋11,499ha ▲約3万ha 

２期対策期間(H17～H21年度) ＋ 2,645ha ▲約5万ha 

３期対策期間(H22～H26年度) ＋ 1,719ha ▲約6万ha 

合  計 ＋15,863ha ▲約14万ha 

    注)「＋」は増加、「▲」は減少を示す。 

注）データは、農林水産省農村振興局調べ(全国の農振農用地区域の増減は、現況地目別の調査結果)。 
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中山間地域等直接支払制度等に関する第三者委員会の開催経過 

 

  ○ 委員名簿 

  浅 野   耕 太     京都大学大学院人間・環境学研究科教授 

 

  市 田   知 子     明治大学農学部教授 

 

  近 藤  和 行     読売新聞東京本社編集委員 

 

  高 橋     強（委員長） 京都大学名誉教授 

 

  玉 沖   仁  美     農村振興コンサルタント（(株)紡代表取締役） 

 

   林     宜 嗣     関西学院大学経済学部教授 

 

  藤 山    浩       島根県中山間地域研究センター研究統括監 

 

  村 田   泰 夫     ジャーナリスト（元朝日新聞編集委員） 

 

  守 友   裕 一     福島大学経済経営学類特任教授 

 

  山 本   唯 子     消費科学センター調査部 

 

  図 司   直 也     法政大学現代福祉学部准教授 

 

 

  ○ 開催経過 

 

第１回 【H22. 6.28】 第３期対策の内容、特認基準等について議論 

第２回 【H23. 2.28】 平成 22 年度実施状況（見込み）、特認基準 

第３回 【H24. 6.26】 平成 23 年度実施状況、中間年評価、特認基準の変更 

第４回 【H24.10.30】 現地調査（岐阜県中津川市、恵那市） 

第５回 【H25. 5.22】 中間年評価の結果（素案） 

第６回 【H25. 6.26】 中間年評価結果（案）、平成 24 年度実施状況 

第７回 【H26. 5.21】 最終評価の進め方、制度をめぐる事情 

第８回 【H26. 7. 1】 集落代表・市町村担当者からの意見聴取 

第９回 【H26. 7.24】 最終評価の概要 

第１０回【H26. 8.21】 最終評価（案） 

＜参 考＞
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